
■学校給食費の動向について                                  【資料２】 

審議会の審議 

周南市立小・中学校の学校給食は、令和６年度の給食費の改定以降、米価をはじめとす

る諸物価が急騰する中で、献立や食材の工夫、国の臨時交付金を活用した食材費の補助な

どにより、給食費の額を据え置いて学校給食の提供を続けてまいりました。 

しかし、現状の学校給食費では多種多様な献立や、質・栄養価等を持続させていくこと

が困難な状況となってきたことから、令和 7 年度第１回周南市立学校給食センター運営審

議会に増額改定を諮問し、この結果、増額改定は不可避であると判断いただき、小学校給

食費を２７５円→３２０円、中学校給食費を３２０円→３７０円に改定することの決定を

いただきました。 

この後市では本審議会の決定内容を踏まえ、市議会教育福祉委員会へ報告、説明をいた

しまして、１２月の市議会では「令和８年度には改定した金額で食材を購入したい」とす

る補正予算案を提出いたしました。 

 

国の動きと市の施策 

これまで、本市では学校給食費は原則保護者負担としてきましたが、国が今般(いわゆる

小学校給食の無償化策として)子育て負担の抜本的な軽減を目的に「給食費負担軽減交付

金」を創設されました。 

 本市では安心して子育てができる環境づくりを強力に推進するため、当該交付金を活用

したうえで、交付額の不足部分については市が財政支出をして小学校の給食費は完全無償

化といたします。 

また、中学校の給食費につきましては、改定による増額分を市が負担することで、保護

者負担を据え置きます。 

周南市教育委員会では、これからも児童・生徒の心身の成長を支える安全安心でおいし

い給食の提供に努めてまいります。 

●令和８年度学校給食費の改定額【1 人/月額】 

 

※ 中学校の保護者で経済的な理由により、学校給食費のご負担が困難なご家庭には、

引き続き、「就学援助制度」のなかで必要な支援をしてまいります。 

区　分 現　行 改定後 国・県交付金 市負担額 保護者負担額

小学校 4,950円 5,760円 5,200円 560円 　　0円

中学校 5,440円 6,290円 　　0円 850円 5,440円

※一食当たりの改定単価：小学校 275円→ 320円 中学校 320円→ 370円


